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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
行
為
者
に
対
す
る
保

安
処
分
を
め
ぐ
る
近
時
の
動
向井

上　

宜
裕
（
訳
）

は
し
が
き

二
〇
二
〇
年
七
月
二
七
日
に
国
民
議
会
で
採
択
さ
れ
た
、
テ
ロ
犯
罪
の
行

為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
案
第
四
七
二
号

（
最
終
稿
）

二
〇
二
〇
年
八
月
七
日
の
憲
法
院
裁
決
第
二
〇
二
〇
―
八
〇
五
Ｄ
Ｃ
号

（
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る

法
律
）

テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
二

〇
二
〇
年
八
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
二
〇
―
一
〇
二
三
号

（88－3－1）

は
し
が
き

本
資
料
は
、
近
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
行
為
者
に
対
す
る

保
安
処
分
を
め
ぐ
る
立
法
動
向
を
把
握
す
べ
く
、「
テ
ロ
犯
罪
の
行

為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
案
」
提
出

後
、
両
院
の
議
を
経
て
確
定
さ
れ
た
法
案
［
二
〇
二
〇
年
七
月
二
七

日
に
国
民
議
会
で
採
択
さ
れ
た
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑

罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
案
第
四
七
二
号
（
最
終

稿
）（

１
）］、

②
確
定
さ
れ
た
法
案
に
対
す
る
憲
法
院
の
裁
決
［
二
〇
二

〇
年
八
月
七
日
の
憲
法
院
裁
決
第
二
〇
二
〇
―
八
〇
五
Ｄ
Ｃ
号
（
テ

ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る

法
律
）（

２
）］、

及
び
、
③
最
終
的
に
成
立
し
た
法
律
［
テ
ロ
犯
罪
の
行

為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
二
〇
二
〇
年

八
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
二
〇
―
一
〇
二
三
号（

３
）］

の
三
つ
を
訳
出

す
る
も
の
で
あ
る
。

テ
ロ
対
策
と
し
て
保
安
処
分
を
拡
充
し
よ
う
と
す
る
一
連
の
立
法

の
流
れ
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
〇
日
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対

す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
案
第
二
七
五
四
号（

４
）が

国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

本
法
案
は
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
し
て
、
刑
罰
終
了
後
に
、

①
刑
罰
適
用
判
事
の
呼
び
出
し
に
応
じ
る
こ
と
、
②
特
定
の
場
所
に



資　料

786（法政研究 88－3－2）

居
所
を
定
め
る
こ
と
、
③
仕
事
ま
た
は
居
所
の
あ
ら
ゆ
る
変
更
に
つ

き
、
そ
の
変
更
が
保
安
処
分
の
執
行
の
障
害
と
な
り
う
る
場
合
、
刑

罰
適
用
判
事
に
事
前
の
許
可
を
取
る
こ
と
、
④
外
国
へ
の
あ
ら
ゆ
る

移
動
に
つ
き
刑
罰
適
用
判
事
に
事
前
の
許
可
を
取
る
こ
と
、
⑤
週
に

三
回
を
限
度
に
、
警
察
ま
た
は
憲
兵
の
元
に
定
期
的
に
出
頭
す
る
こ

と
、
⑥
特
定
の
者
ま
た
は
特
に
指
定
さ
れ
た
人
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者

と
接
触
し
な
い
こ
と
、
⑦
特
に
指
定
さ
れ
た
全
て
の
場
所
に
立
ち
入

ら
な
い
こ
と
、
⑧
移
動
型
電
子
監
視
の
発
信
器
を
装
着
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
、
保
安
処
分
を
新
た
に
設
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。こ

の
法
案
を
た
た
き
台
と
し
て
、
両
院
で
審
議
を
通
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、
確
定
稿
で
は
、
導
入
さ
れ
る
保

安
処
分
は
、
以
下
の
も
の
と
さ
れ
た
。
①
刑
罰
適
用
判
事
ま
た
は
社

会
復
帰･

保
護
観
察
官
の
呼
び
出
し
に
応
じ
る
こ
と
、
②
社
会
復
帰･

保
護
観
察
官
の
訪
問
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
及
び
、
社
会
復
帰･
保

護
観
察
官
に
生
活
手
段
及
び
義
務
の
履
行
の
監
督
を
可
能
に
し
う
る

情
報
及
び
書
面
を
提
供
す
る
こ
と
、
③
仕
事
も
し
く
は
居
所
の
変

更
、
ま
た
は
、
一
五
日
を
超
え
る
あ
ら
ゆ
る
移
動
を
社
会
復
帰･

保

護
観
察
官
に
通
知
す
る
こ
と
、
及
び
、
帰
還
を
報
告
す
る
こ
と
。
仕

事
ま
た
は
居
所
の
変
更
が
保
安
処
分
の
執
行
の
障
害
と
な
り
う
る
場

合
、
刑
罰
適
用
判
事
に
事
前
の
許
可
を
取
る
こ
と
、
④
職
業
活
動
に

従
事
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
教
育
も
し
く
は
職
業
訓
練
に
従
事
す
る

こ
と
、
⑤
特
定
の
場
所
に
居
所
を
定
め
る
こ
と
、
⑥
外
国
へ
の
あ
ら

ゆ
る
移
動
に
つ
き
刑
罰
適
用
判
事
に
事
前
の
許
可
を
取
る
こ
と
、
⑦

犯
罪
の
実
行
に
お
い
て
ま
た
は
犯
罪
が
行
わ
れ
た
際
に
従
事
し
て
い

た
活
動
に
従
事
し
な
い
こ
と
、
⑧
週
に
三
回
を
限
度
に
、
警
察
ま
た

は
憲
兵
の
元
に
定
期
的
に
出
頭
す
る
こ
と
、
⑨
特
定
の
者
、
と
り
わ

け
、
犯
罪
の
正
犯
者
も
し
く
は
共
犯
者
、
ま
た
は
、
特
に
指
定
さ
れ

た
人
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者
と
接
触
し
な
い
こ
と
、
⑩
特
に
指
定
さ
れ

た
全
て
の
場
所
、
全
て
の
場
所
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
ま
た
は
全
て
の
領
域

に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
、
⑪
武
器
を
保
持
ま
た
は
携
帯
し
な
い
こ

と
、
⑫
再
社
会
化
及
び
市
民
的
価
値
の
獲
得
を
可
能
に
す
る
た
め
の

衛
生
的
、
社
会
的
、
教
育
的
ま
た
は
心
理
学
的
ケ
ア
の
条
件
を
遵
守

す
る
こ
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
案
は
、
憲
法
院
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
半

が
憲
法
不
適
合
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

憲
法
院
は
、
当
該
保
安
処
分
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、「
憲
法
上
保
障

さ
れ
る
権
利
及
び
自
由
に
対
す
る
よ
り
侵
害
的
で
な
い
い
か
な
る
措

置
も
こ
れ
ら
の
行
為
の
実
行
を
予
防
す
る
の
に
十
分
で
は
な
く
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
の
条
件
及
び
そ
の
期
間
が
追
求
さ
れ
る

目
的
に
適
合
的
で
均
衡
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
あ

る
。
対
象
者
が
既
に
刑
罰
を
執
行
さ
れ
た
場
合
に
は
な
お
の
こ
と
、
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こ
の
条
件
の
尊
重
が
要
請
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

世
界
各
国
に
と
っ
て
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
の
闘
争
は
喫
緊
の
課
題
で

あ
り
、
い
か
な
る
方
策
で
こ
れ
に
臨
む
べ
き
か
は
極
め
て
重
要
な
問

題
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
犯
罪
行
為
者
に
対
す
る
保
安

処
分
導
入
を
め
ぐ
る
動
向
は
、
テ
ロ
対
策
の
難
し
さ
を
端
的
に
示
し

て
い
る
と
い
え
る
。

と
か
く
テ
ロ
犯
罪
に
は
厳
し
い
措
置
を
要
求
し
、
テ
ロ
犯
罪
の
行

為
者
に
は
他
の
犯
罪
者
と
は
別
の
原
理
が
働
く
と
す
る
考
え
方
が
強

調
さ
れ
る
時
代
に
お
い
て
、
保
安
処
分
の
権
利
侵
害
性
を
強
調
し

て
、
そ
の
導
入
を
否
定
し
た
意
義
は
大
き
い
。
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の

こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
今
後
の
テ
ロ
対
策
を
考

え
る
上
で
、
一
定
の
示
唆
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、「
二
〇
二
〇
年
七
月
二
七
日
に
国
民
議
会
で
採
択
さ
れ
た
、

テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す

る
法
案
第
四
七
二
号
（
最
終
稿
）」、「
二
〇
二
〇
年
八
月
七
日
の
憲

法
院
裁
決
第
二
〇
二
〇
―
八
〇
五
Ｄ
Ｃ
号
（
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に

対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
律
）」、
及
び
、「
テ

ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る

二
〇
二
〇
年
八
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
二
〇
―
一
〇
二
三
号
」
を

順
次
、
翻
訳
す
る
。

（88－3－3）

二
〇
二
〇
年
七
月
二
七
日
に
国
民
議
会
で
採
択
さ
れ
た
、
テ
ロ
犯

罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
案

第
四
七
二
号
（
最
終
稿
）

国
民
議
会
は
、
憲
法
典
第
四
五
条
第
三
項
に
定
め
ら
れ
る
条
件
に

お
い
て
、
以
下
の
内
容
の
法
案
を
採
択
し
た
。

第
一
条

刑
事
訴
訟
法
典
第
四
部
第
一
五
編
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ

る
。一　

冒
頭
で
、「
及
び
～
の
判
決
の
」
と
い
う
語
は
、「
、
判
決
及

び
～
に
関
す
る
保
安
処
分
の
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

二　

第
七
〇
六
―
一
六
条
第
四
項
で
、「
第
七
〇
六
―
二
五
―
四

条
」
の
参
照
は
、「
第
七
〇
六
―
二
五
―
七
条
及
び
第
七
〇
六
―
二

五
―
二
〇
条
」
の
参
照
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

三　

第
七
〇
六
―
一
七
条
は
、
以
下
に
起
草
さ
れ
る
一
項
に
よ
っ

て
補
完
さ
れ
る
。

「
第
一
五
編
第
四
節
に
定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
は
、
テ
ロ
対
策
共

和
国
検
事
（procureur de la République antiterroriste

）
の

請
求
に
基
づ
き
、
パ
リ
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
、
ま
た
は
、
少
年
に

関
し
て
は
、
パ
リ
少
年
裁
判
所
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
。」
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四　

第
七
〇
六
―
二
二
―
一
条
第
一
項
で
、「
第
七
〇
六
―
一
七

条
」
の
参
照
の
後
、「
及
び
、
第
七
二
六
―
二
五
―
一
五
条
に
定
め

ら
れ
る
義
務
を
課
さ
れ
た
者
」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

五　

以
下
に
起
草
さ
れ
る
第
四
節
が
付
け
加
わ
る
。

「
第
四
節　

テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
適
用
さ
れ
う
る
保
安
処
分

第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
Ⅰ
．
―
①
あ
る
者
が
、
刑
法
典
第
四
二

一
―
二
―
五
条
及
び
第
四
二
一
―
二
―
五
―
一
条
で
定
め
ら
れ
る
犯

罪
を
除
く
、
同
法
典
第
四
二
一
―
一
条
乃
至
第
四
二
一
―
六
条
で
挙

げ
ら
れ
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
犯
罪
に
つ
き
、
五
年
以
上
の
自
由
剥

奪
刑
、
当
該
犯
罪
が
法
律
上
の
累
犯
状
態
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
三

年
以
上
の
自
由
剥
奪
刑
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
で
、
か
つ
、
そ
の
刑
罰

執
行
終
了
時
に
行
わ
れ
る
対
象
者
の
状
況
の
再
調
査
を
経
て
、
対
象

者
が
累
犯
の
非
常
に
高
い
蓋
然
性
及
び
テ
ロ
行
為
の
実
行
に
か
き
立

て
る
思
想
ま
た
は
主
張
へ
の
持
続
的
な
信
奉
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
特
別
な
危
険
性
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
場
合
、
保

安
監
置
地
方
裁
判
所
は
、
共
和
国
検
事
の
請
求
に
基
づ
き
、
累
犯
を

防
止
す
る
と
い
う
唯
一
の
目
的
の
た
め
、
以
下
の
義
務
の
一
つ
ま
た

は
複
数
を
含
む
保
安
処
分
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

刑
罰
適
用
判
事
ま
た
は
社
会
復
帰･

保
護
観
察
官
の
呼
び
出

し
に
応
じ
る
こ
と
、

二　

社
会
復
帰･

保
護
観
察
官
の
訪
問
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
及

び
、
社
会
復
帰･

保
護
観
察
官
に
生
活
手
段
及
び
義
務
の
履
行
の
監

督
を
可
能
に
し
う
る
情
報
及
び
書
面
を
提
供
す
る
こ
と
、

三　

仕
事
も
し
く
は
居
所
の
変
更
、
ま
た
は
、
一
五
日
を
超
え
る

あ
ら
ゆ
る
移
動
を
社
会
復
帰･

保
護
観
察
官
に
通
知
す
る
こ
と
、
及

び
、
帰
還
を
報
告
す
る
こ
と
、
仕
事
ま
た
は
居
所
の
変
更
が
保
安
処

分
の
執
行
の
障
害
と
な
り
う
る
場
合
、
刑
罰
適
用
判
事
に
事
前
の
許

可
を
取
る
こ
と
、

四　

職
業
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
教
育
も
し
く
は
職

業
訓
練
に
従
事
す
る
こ
と
、

五　

特
定
の
場
所
に
居
所
を
定
め
る
こ
と
、

六　

外
国
へ
の
あ
ら
ゆ
る
移
動
に
つ
き
刑
罰
適
用
判
事
に
事
前
の

許
可
を
取
る
こ
と
、

七　

犯
罪
の
実
行
に
お
い
て
ま
た
は
犯
罪
が
行
わ
れ
た
際
に
従
事

し
て
い
た
活
動
に
従
事
し
な
い
こ
と
、

八　

週
に
三
回
を
限
度
に
、
警
察
ま
た
は
憲
兵
の
元
に
定
期
的
に

出
頭
す
る
こ
と
、

九　

特
定
の
者
、
と
り
わ
け
、
犯
罪
の
正
犯
者
も
し
く
は
共
犯
者
、

ま
た
は
、
特
に
指
定
さ
れ
た
人
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者
と
接
触
し
な
い

こ
と
、

一
〇　

特
に
指
定
さ
れ
た
全
て
の
場
所
、
全
て
の
場
所
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
ま
た
は
全
て
の
領
域
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
、

（法政研究 88－3－4）
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一
一　

武
器
を
保
持
ま
た
は
携
帯
し
な
い
こ
と
、

一
二　

再
社
会
化
及
び
市
民
的
価
値
の
獲
得
を
可
能
に
す
る
た
め

の
衛
生
的
、
社
会
的
、
教
育
的
ま
た
は
心
理
学
的
ケ
ア
の
条
件
を
遵

守
す
る
こ
と
。
こ
の
ケ
ア
は
、
必
要
な
場
合
、
対
象
者
が
居
住
す
る

こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
、
調
整
さ
れ
た
受
け
入
れ
施
設
内
で
行
わ

れ
う
る
。

②
対
象
者
に
課
さ
れ
る
義
務
は
、
社
会
復
帰･

保
護
観
察
官
の
支
援

の
下
、
必
要
な
場
合
、
こ
の
た
め
に
認
可
さ
れ
た
機
関
と
協
働
し
つ

つ
、
刑
罰
適
用
判
事
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
。

Ⅱ
．
―
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
は
、
措
置
の
技
術
的
実
行
可
能
性
を

検
証
し
た
後
、
第
七
六
三
―
一
二
条
及
び
第
七
六
三
―
一
三
条
に
定

め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
本
条
Ⅰ
第
六
号
、
第
九
号
及
び
第
一
〇

号
に
挙
げ
ら
れ
る
義
務
の
一
つ
ま
た
は
複
数
の
対
象
と
な
る
者
を
移

動
型
電
子
監
視
に
付
す
旨
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
移
動
型
電
子

監
視
の
布
置
は
、
対
象
者
の
同
意
に
服
す
る
。
こ
の
布
置
は
、
装
置

の
一
時
的
な
機
能
障
害
ま
た
は
当
事
者
の
請
求
に
よ
り
終
了
す
る
。

本
条
Ⅰ
第
八
号
に
挙
げ
ら
れ
る
制
限
は
、
週
に
一
度
に
緩
和
さ
れ

る
。

Ⅲ
．
―
Ⅰ
で
定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
は
、
最
長
一
年
間
命
じ
ら
れ
う

る
。
こ
の
期
間
満
了
後
、
当
該
保
安
処
分
は
、
共
和
国
検
事
の
請
求

に
基
づ
き
、
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
の
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
、

保
安
監
置
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
五
年
を
限
度
と
し
て
、
被
有
罪

宣
告
者
が
少
年
の
場
合
に
は
三
年
を
限
度
と
し
て
、
同
一
期
間
更
新

さ
れ
う
る
。
こ
の
制
限
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
行

為
が
重
罪
ま
た
は
一
〇
年
の
拘
禁
刑
で
処
罰
さ
れ
る
軽
罪
を
構
成
す

る
場
合
に
は
一
〇
年
、
当
該
被
有
罪
宣
告
者
が
少
年
の
場
合
に
は
五

年
と
な
る
。

Ⅳ
．
―
Ⅰ
で
定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
は
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対

す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
律
第
〇
〇
―
〇
〇
号

の
公
布
前
に
釈
放
さ
れ
た
者
に
対
し
て
は
命
じ
ら
れ
え
な
い
。

Ⅴ
．
―
①
Ⅰ
で
定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
は
、
以
下
の
場
合
に
の
み
命

じ
ら
れ
う
る
。

一　

テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
の
自
動
化
さ
れ
た
国
家
司
法
フ
ァ
イ
ル

へ
の
登
録
の
枠
内
で
課
さ
れ
る
義
務
で
は
、
Ⅰ
第
一
項
で
挙
げ
ら
れ

る
犯
罪
の
実
行
を
予
防
す
る
に
は
不
十
分
と
思
料
さ
れ
る
場
合
で
、

二　

か
つ
、
こ
の
保
安
処
分
が
累
犯
予
防
の
た
め
に
厳
格
に
必
要

と
思
料
さ
れ
る
場
合
。

②
Ⅰ
で
定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
は
、
対
象
者
が
刑
法
典
第
四
二
一
―

九
条
の
適
用
に
よ
り
社
会
内
司
法
監
督
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
ま
た

は
、
刑
法
典
第
七
二
三
―
二
九
条
に
定
め
ら
れ
る
司
法
監
視
措
置
、

第
七
〇
六
―
五
三
―
一
九
条
で
定
め
ら
れ
る
保
安
監
視
措
置
、
も
し

く
は
、
第
七
〇
六
―
五
三
―
一
三
条
で
定
め
ら
れ
る
保
安
監
置
の
対

（88－3－5）
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象
で
あ
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

第
七
〇
六
―
二
五
―
一
六
条
―
①
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
に
定

め
ら
れ
る
保
安
処
分
の
対
象
と
な
り
う
る
被
拘
禁
者
の
状
況
は
、
こ

の
者
の
危
険
性
を
評
価
す
る
た
め
、
共
和
国
検
事
の
請
求
に
基
づ

き
、
釈
放
予
定
日
の
遅
く
と
も
三
ヶ
月
前
に
、
第
七
六
三
―
一
〇
条

に
定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
に
よ
っ
て
、
調
査
さ
れ

る
。

②
こ
の
た
め
、
委
員
会
は
、
危
険
性
の
学
際
的
評
価
の
目
的
で
、
少

な
く
と
も
六
週
間
、
被
拘
禁
者
の
観
察
の
任
を
負
う
専
門
化
さ
れ
た

機
関
に
対
象
者
を
収
容
す
る
よ
う
請
求
す
る
。

③
こ
の
期
間
満
了
後
、
委
員
会
は
、
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
Ⅰ

に
定
め
ら
れ
る
基
準
に
照
ら
し
、
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
に
挙

げ
ら
れ
る
監
視
を
宣
告
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
関
し
て
理
由
を
付
し

た
意
見
を
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
及
び
対
象
者
に
送
付
す
る
。

第
七
〇
六
―
二
五
―
一
七
条
―
①
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
に
定

め
ら
れ
る
決
定
は
、
被
有
罪
宣
告
者
の
釈
放
予
定
日
の
前
に
、
対
審

に
よ
る
、
被
有
罪
宣
告
者
が
請
求
す
れ
ば
公
開
の
審
理
の
後
に
下
さ

れ
る
判
決
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
審
理
の
間
、
被
有
罪
宣
告
者
は
私
選

ま
た
は
職
権
指
名
弁
護
人
に
補
佐
さ
れ
る
。
当
該
決
定
に
は
、
第
七

〇
六
―
二
五
―
一
六
条
に
挙
げ
ら
れ
る
評
価
結
果
及
び
意
見
、
並
び

に
、
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
Ⅴ
に
挙
げ
ら
れ
る
条
件
に
鑑
み
、

特
に
理
由
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
判
決
に
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
課
さ
れ
る
義
務
及
び
そ
の
期
間
が

明
記
さ
れ
る
。

③
判
決
は
、
釈
放
後
直
ち
に
執
行
さ
れ
る
。

④
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
は
、
共
和
国
検
事
の
請
求
に
基
づ
き
、
ま

た
は
、
対
象
者
の
請
求
に
よ
り
、
第
七
〇
六
―
五
三
―
一
七
条
に
定

め
ら
れ
る
態
様
に
従
っ
て
、
必
要
な
場
合
、
共
和
国
検
事
の
意
見
を

聴
取
し
た
後
、
保
安
処
分
を
修
正
し
、
ま
た
は
、
そ
の
解
除
を
命
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
権
限
は
、
刑
罰
適
用
判
事
が
何
時
で
も
保

安
処
分
上
の
義
務
を
修
正
す
る
可
能
性
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
行
使

さ
れ
る
。

第
七
〇
六
―
二
五
―
一
八
条
―
本
節
に
定
め
ら
れ
る
保
安
監
置
地
方

裁
判
所
の
決
定
は
、
第
七
〇
六
―
五
三
―
一
五
条
第
六
項
及
び
第
七

項
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
上
訴
の
対
象
と
な
り
う
る
。

第
七
〇
六
―
二
五
―
一
九
条
―
①
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
に
定

め
ら
れ
る
義
務
は
、
そ
の
履
行
中
に
な
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
拘
禁
に

よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
。

②
拘
禁
が
六
ヶ
月
を
超
え
る
場
合
、
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
に

定
め
ら
れ
る
義
務
の
一
つ
ま
た
は
複
数
の
再
開
は
、
遅
く
と
も
拘
禁

停
止
後
三
ヶ
月
以
内
に
、
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
追
認
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
追
認
が
な
け
れ
ば
、
当
該
処
分
は
職
権
で
終

（法政研究 88－3－6）
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了
す
る
。

第
七
〇
六
―
二
五
―
二
〇
条
―
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
の
適
用

に
よ
り
保
安
処
分
に
付
さ
れ
た
者
が
自
己
に
課
さ
れ
た
義
務
を
遵
守

し
な
い
場
合
、
三
年
の
拘
禁
刑
及
び
四
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金

で
処
罰
さ
れ
る
。

第
七
〇
六
―
二
五
―
二
一
条
―
本
節
適
用
の
条
件
及
び
態
様
は
、
コ

ン
セ
イ
ユ･

デ
タ
の
デ
ク
レ
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
条

刑
事
訴
訟
法
典
第
二
三
〇
―
一
九
条
は
、
以
下
に
起
草
さ
れ
る
第

一
九
号
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

「
一
九　

本
法
典
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
Ⅰ
第
三
号
、
第
六

号
、
第
七
号
、
第
九
号
、
第
一
〇
号
及
び
第
一
一
号
の
適
用
に
よ
り

宣
告
さ
れ
る
義
務
ま
た
は
禁
止
。」

第
三
条

刑
法
典
第
四
二
一
―
八
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一　
「
同
様
に
～
さ
れ
う
る
」
の
語
は
、「
～
さ
れ
る
」
と
い
う
語

に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

二　

以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
項
が
付
け
加
わ
る
。

「
但
し
、
裁
判
所
は
、
特
に
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
っ
て
、
犯

罪
の
状
況
及
び
行
為
者
の
人
格
に
鑑
み
、
こ
の
刑
罰
を
宣
告
し
な
い

旨
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

第
四
条

刑
事
訴
訟
法
典
第
八
〇
四
条
第
一
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ

れ
る
。

「
本
法
典
は
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保

安
処
分
を
導
入
す
る
法
律
第
〇
〇
―
〇
〇
号
か
ら
生
じ
る
起
草
に
お

い
て
、
本
編
で
定
め
ら
れ
る
調
整
、
及
び
、
以
下
に
唯
一
の
例
外
と

し
て
定
め
ら
れ
る
調
整
を
除
い
て
、
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
、
仏
領
ポ

リ
ネ
シ
ア
及
び
ウ
ォ
リ
ス･

フ
ツ
ナ
諸
島
で
適
用
さ
れ
る
。」

上
記
は
、
二
〇
二
〇
年
七
月
二
七
日
、
パ
リ
に
て
、
公
開
審
議
で

採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

国
民
議
会
議
長

Richard FERRA
N

D

（88－3－7）
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二
〇
二
〇
年
八
月
七
日
の
憲
法
院
裁
決
第
二
〇
二
〇
―
八
〇
五
Ｄ

Ｃ
号（

テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導

入
す
る
法
律
）

憲
法
院
は
、
憲
法
典
第
六
一
条
第
二
項
に
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お

い
て
、
二
〇
二
〇
年
七
月
二
七
日
、
第
二
〇
二
〇
―
八
〇
五
Ｄ
Ｃ
号

の
下
、
国
民
議
会
議
長
に
よ
り
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑

罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
律
の
付
託
を
受
け
た
。

憲
法
院
は
、
同
様
に
、
二
〇
二
〇
年
七
月
二
八
日
、
元
老
院
議
員
、

Patrick K
A

N
N

ER

氏
、M

aurice A
N

T
IST

E

氏
、V

iviane 
A

RT
IGA

LA
S

氏
、D

avid A
SSO

U
LIN

E
氏
、Claude BÉRIT

-
D

ÉBA
T

氏
、Joël BIGO

T

氏
、M

aryvonne BLO
N

D
IN

氏
、

N
icole BO

N
N

EFO
Y

氏
、Y

annick BO
T

REL
氏
、M

uriel 
C

A
B

A
R

E
T

氏
、T

hierry C
A

R
C

E
N

A
C

氏
、C

atherine 
CO

N
CO

N
N

E

氏
、H

élène CO
N

W
A

Y
-M

O
U

RET

氏
、Roland 

COURTEA
U

氏
、M

ichel DA
GBERT

氏
、Yves DA

UDIGNY

氏
、M

arc D
A

U
N

IS

氏
、M

arie-Pierre de la GO
N

T
RIE

氏
、

Gilbert-Luc D
EV

IN
A

Z

氏
、Jérôm

e D
U

RA
IN

氏
、A

lain 
D

U
R

A
N

氏
、V

incent É
B

LÉ

氏
、R

ém
i F

É
R

A
U

D

氏
、

C
orinne F

É
R

E
T

氏
、Jean-Luc F

IC
H

E
T

氏
、M

artine 

FILLEU
L

氏
、H

ervé GILLÉ

氏
、A

nnie GU
ILLEM

O
T

氏
、

Jean-M
ichel H

O
U

LLEGA
T

T
E

氏
、O

livier JA
CQ

U
IN

氏
、

V
ictoire JA

SM
IN

氏
、Patrice JO

LY

氏
、Bernard JO

M
IER

氏
、Gisèle JOURDA

氏
、Éric KERROUCHE

氏
、Jean-Yves 
LE

C
O

N
T

E

氏
、C

laudine LE
PA

G
E

氏
、Jean-Jacques 

LO
ZA

CH

氏
、M

onique LU
BIN

氏
、V

ictorin LU
REL

氏
、

D
idier M

A
R

IE

氏
、R

achel M
A

ZU
IR

氏
、M

ichelle 
M

EU
N

IER

氏
、M

arie-Françoise PÉRO
L-D

U
M

O
N

T

氏
、

A
ngèle PR

É
V

ILLE

氏
、C

laude R
A

Y
N

A
L

氏
、Sylvie 

ROBERT

氏
、Gilbert ROGER

氏
、Laurence ROSSIGNOL

氏
、

M
arie-N

oëlle SCH
O

ELLER

氏
、Jean-Pierre SU

EU
R

氏
、

Sim
on SU

T
O

U
R

氏
、Sophie T

A
ILLÉ-PO

LIA
N

氏
、Rachid 

T
E

M
A

L

氏
、Jean

-C
lau

d
e T

IS
S

O
T

氏
、N

elly 
T

O
CQ

U
EV

ILLE

氏
、Jean-M

arc T
O

D
ESCH

IN
I

氏
、Jean-

Louis T
O

U
REN

N
E

氏
、A

ndré V
A

LLIN
I

氏
、

及

び
、

Yannick VA
UGRENA

RD

氏
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
た
。

憲
法
院
は
、
さ
ら
に
、
二
〇
二
〇
年
七
月
二
九
日
、
国
民
議
会
議
員
、

Valérie RA
BA

ULT

氏
、Jean-Luc M

ÉLENCHON

氏
、A

ndré 
CH

A
SSA

IGN
E

氏
、Joël A

V
IRA

GN
ET

氏
、M

arie-N
oëlle 

BA
T

T
IST

EL

氏
、Gisèle BIÉM

O
U

RET

氏
、Jean-Louis 

BRICO
U

T
氏
、A

lain D
A

V
ID

氏
、Laurence D

U
M

O
N

T

氏
、
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O
livier FA

U
RE

氏
、Guillaum

e GA
RO

T

氏
、D

avid H
A

BIB
氏
、Christian H

U
T

IN

氏
、Régis JU

A
N

ICO

氏
、M

arietta 
K

A
R

A
M

A
N

L
I

氏
、Jérôm

e L
A

M
B

E
R

T

氏
、Serge 

LETCHIM
Y

氏
、Josette M

A
NIN

氏
、Philippe NA

ILLET

氏
、

George PA
U-LA

NGEVIN

氏
、Christine PIRES BEA

UNE

氏
、

D
om

inique PO
T

IER

氏
、Joaquim

 PU
EY

O

氏
、Claudia 

ROUA
UX

氏
、Hervé SA

ULIGNA
 

氏
、Sylvie TOLM

ONT

氏
、

C
écile U

N
T

E
R

M
A

IE
R

氏
、H

élène V
A

IN
Q

U
E

U
R

-
C

H
R

IST
O

P
H

E

氏
、B

oris V
A

L
L

A
U

D

氏
、M

ichèle 
VICTORY

氏
、Clém

entine A
UTA

IN
氏
、Ugo BERNA

LICIS

氏
、Éric CO

Q
U

EREL

氏
、A

lexis CO
RBIÈRE

氏
、Caroline 

FIA
T

氏
、Bastien LA

CH
A

U
D

氏
、M

ichel LA
RIV

E

氏
、

D
anièle O

B
O

N
O

氏
、M

athilde P
A

N
O

T
氏
、L

oïc 
PRU

D
'H

O
M

M
E

氏
、A

drien Q
U

A
T

EN
N

EN
S

氏
、Jean-

H
ugues RA

T
EN

O
N

氏
、M

uriel RESSIGU
IER

氏
、Sabine 

RUBIN

氏
、François RUFFIN

氏
、Bénédicte TA

URINE
氏
、

M
an

u
éla K

É
C

L
A

R
D

-M
O

N
D

É
S

IR

氏
、M

oetai 
B

R
O

T
H

E
R

SO
N

氏
、G

abriel SE
R

V
ILLE

氏
、A

lain 
B

R
U

N
E

E
L

氏
、M

arie-G
eorge B

U
F

F
E

T

氏
、Pierre 

D
H

A
R

R
É

V
ILLE

氏
、Jean-Paul D

U
F

R
È

G
N

E

氏
、E

lsa 
FA

U
CILLO

N

氏
、Sébastien JU

M
EL

氏
、Jean-Paul LECO

Q

氏
、Stéphane PEU

氏
、Fabien RO

U
SSEL

氏
、H

ubert 
W

U
LFRA

N
C

氏
、Jean-Félix A

CQ
U

A
V

IV
A

氏
、M

ichel 
CA

ST
ELLA

N
I

氏
、Jean-M

ichel CLÉM
EN

T

氏
、Paul-A

ndré 
CO

LO
M

BA
N

I

氏
、Charles de CO

U
RSO

N

氏
、Frédérique 
D

U
M

A
S

氏
、Sandrine JO

SSO

氏
、F

rançois-M
ichel 

LA
M

BERT

氏
、Paul M

OLA
C

氏
、Bertrand PA

NCHER

氏
、

及
び
、Sylvia PINEL

氏
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
た
。

　

以
下
の
法
文
に
鑑
み
、

―
憲
法
典
、

―
憲
法
院
に
関
す
る
組
織
法
に
係
る
一
九
五
八
年
一
一
月
七
日
の

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
八
―
一
〇
六
七
号
、

―
刑
法
典
、

―
刑
事
訴
訟
法
典
、

二
〇
二
〇
年
八
月
三
日
に
登
録
さ
れ
た
、
政
府
の
所
見
に
鑑
み
、

　

そ
し
て
、
委
員
会
報
告
者
を
聴
取
し
た
後
、

憲
法
院
は
、
以
下
の
点
に
依
拠
し
た
。

１
．
国
民
議
会
議
長
、
申
請
者
た
る
元
老
院
議
員
及
び
国
民
議
会

議
員
は
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分

を
導
入
す
る
法
律
を
憲
法
院
に
付
託
す
る
。
国
民
議
会
議
長
は
、
本

法
第
一
条
の
憲
法
適
合
性
に
関
し
て
憲
法
院
に
意
見
を
求
め
て
い

（88－3－9）
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る
。
申
請
者
た
る
元
老
院
議
員
及
び
国
民
議
会
議
員
は
、
こ
の
同
じ

第
一
条
に
異
議
を
唱
え
る
。

―
第
一
条
に
関
し
て

２
．
付
託
さ
れ
た
法
律
の
第
一
条
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
〇
六

―
二
五
―
一
五
条
以
下
に
、
刑
罰
終
了
後
に
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に

対
し
て
適
用
可
能
な
「
保
安
処
分
」
を
創
設
す
る
。

３
．
こ
の
新
た
な
措
置
は
、
三
つ
の
条
件
の
下
で
適
用
さ
れ
る
。

第
一
に
、
対
象
者
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
煽
動
及
び
そ
の
擁
護
に
関
す

る
犯
罪
を
除
く
、
刑
法
典
第
四
二
一
―
一
条
乃
至
第
四
二
一
―
六
条

に
挙
げ
ら
れ
る
テ
ロ
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
つ
き
、
有
罪
宣
告
を
受

け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
対
象
者
は
、
五
年
以
上
の

自
由
剥
奪
刑
、
法
律
上
の
累
犯
の
場
合
、
三
年
以
上
の
自
由
剥
奪
刑

を
宣
告
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
対
象
者
は
、
刑

罰
執
行
の
終
了
時
に
、
累
犯
の
非
常
に
高
い
蓋
然
性
と
と
も
に
、
テ

ロ
行
為
の
実
行
へ
と
駆
り
立
て
る
観
念
ま
た
は
主
張
へ
の
持
続
的
な

信
奉
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
特
別
な
危
険
性
を
呈
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
．
こ
の
措
置
は
、
対
象
者
の
危
険
性
を
評
価
す
る
任
を
負
う
、

保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
の
理
由
を
付
し
た
意
見
に
鑑
み
て
、
下
さ

れ
る
。
こ
の
措
置
は
、
パ
リ
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
少

年
に
関
し
て
は
、
パ
リ
少
年
裁
判
所
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
。

５
．
こ
の
保
安
処
分
は
、
対
象
者
に
、
以
下
に
列
挙
す
る
義
務
ま

た
は
禁
止
の
一
つ
ま
た
は
複
数
の
遵
守
を
課
す
。
刑
罰
適
用
判
事
ま

た
は
社
会
復
帰･

保
護
観
察
官
の
呼
び
出
し
に
応
じ
る
こ
と
、
社
会

復
帰･

保
護
観
察
官
の
訪
問
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
及
び
、
社
会
復

帰･

保
護
観
察
官
に
生
活
手
段
及
び
義
務
の
履
行
の
監
督
を
可
能
に

し
う
る
情
報
及
び
書
面
を
提
供
す
る
こ
と
、
仕
事
も
し
く
は
居
所
の

変
更
、
ま
た
は
、
一
五
日
を
超
え
る
あ
ら
ゆ
る
移
動
を
社
会
復
帰･

保
護
観
察
官
に
通
知
す
る
こ
と
、
及
び
、
帰
還
を
報
告
す
る
こ
と
、

仕
事
ま
た
は
居
所
の
変
更
が
保
安
処
分
の
執
行
の
障
害
と
な
り
う
る

場
合
、
刑
罰
適
用
判
事
に
事
前
の
許
可
を
取
る
こ
と
、
職
業
活
動
に

従
事
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
教
育
も
し
く
は
職
業
訓
練
に
従
事
す
る

こ
と
、
特
定
の
場
所
に
居
所
を
定
め
る
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
外
国
へ
の

移
動
に
つ
き
刑
罰
適
用
判
事
に
事
前
の
許
可
を
取
る
こ
と
、
犯
罪
の

実
行
に
お
い
て
ま
た
は
犯
罪
が
行
わ
れ
た
際
に
従
事
し
て
い
た
活
動

に
従
事
し
な
い
こ
と
、
週
に
三
回
を
限
度
に
、
移
動
型
電
子
監
視
に

付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
週
に
一
回
を
限
度
に
、
警
察
ま
た
は
憲
兵
の

元
に
定
期
的
に
出
頭
す
る
こ
と
、
特
定
の
者
ま
た
は
特
に
指
定
さ
れ

た
人
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者
と
接
触
し
な
い
こ
と
、
特
に
指
定
さ
れ
た

全
て
の
場
所
、
全
て
の
場
所
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
ま
た
は
全
て
の
領
域
に

立
ち
入
ら
な
い
こ
と
、
武
器
を
保
持
ま
た
は
携
帯
し
な
い
こ
と
、
再

社
会
化
及
び
市
民
的
価
値
の
獲
得
を
可
能
に
す
る
た
め
の
衛
生
的
、
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社
会
的
、
教
育
的
ま
た
は
心
理
学
的
ケ
ア
、
必
要
な
場
合
、
対
象
者

が
居
住
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
、
調
整
さ
れ
た
受
け
入
れ
施

設
内
で
行
わ
れ
る
ケ
ア
の
条
件
を
遵
守
す
る
こ
と
、
対
象
者
の
同
意

を
条
件
に
、
移
動
型
電
子
監
視
に
付
さ
れ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
義
務

ま
た
は
禁
止
に
対
す
る
違
反
は
、
三
年
の
拘
禁
及
び
四
五
、
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
の
罰
金
で
処
罰
さ
れ
る
。

６
．
こ
の
措
置
は
、
最
長
一
年
間
、
命
じ
ら
れ
る
。
こ
の
措
置
は
、

一
定
の
条
件
の
下
、
五
年
を
限
度
と
し
て
、
被
有
罪
宣
告
者
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
行
為
が
重
罪
ま
た
は
一
〇
年
の
拘
禁
刑
で
処
罰
さ
れ
る

軽
罪
を
構
成
す
る
場
合
に
は
一
〇
年
を
限
度
と
し
て
、
同
一
期
間
更

新
さ
れ
う
る
。
被
有
罪
宣
告
者
が
少
年
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
制
限
は
、

そ
れ
ぞ
れ
三
年
、
及
び
、
五
年
と
な
る
。

７
．
国
民
議
会
議
長
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
、
一
七
八
九
年
の
人

間
と
市
民
の
権
利
の
宣
言
第
九
条
、
及
び
、
憲
法
典
第
六
六
条
に
適

合
し
て
い
る
か
を
吟
味
す
る
よ
う
憲
法
院
に
求
め
て
い
る
。
申
請
者

た
る
元
老
院
議
員
に
よ
れ
ば
、
こ
の
同
じ
規
定
は
、
無
用
の
厳
格
さ

に
よ
っ
て
私
的
な
自
由
を
侵
害
し
、
個
人
の
自
由
、
往
来
の
自
由
、

私
生
活
の
尊
重
を
受
け
る
権
利
に
対
し
て
、
立
法
者
に
よ
っ
て
追
求

さ
れ
る
目
的
に
と
っ
て
必
要
で
も
適
合
的
で
も
な
く
、
均
衡
も
し
て

い
な
い
侵
害
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
。
申
請
者
た
る
国
民
議
会
議
員

は
、
同
様
の
批
判
を
展
開
し
た
上
で
、
対
象
者
の
危
険
性
評
価
が
主

観
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
罪
刑
法
定
原
則
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
点
を
付
け
加
え
る
。
さ
ら
に
、
申
請
者
た
る
国
民
議
会
議
員
は
、

同
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
義
務
の
併
科
は
、
非
難
対

象
と
な
っ
て
い
る
措
置
に
、
刑
罰
法
規
不
遡
及
の
原
則
の
適
用
を
正

当
化
す
る
自
由
剥
奪
的
性
質
を
付
与
す
る
と
考
え
て
い
る
。

８
．
一
七
八
九
年
の
宣
言
第
九
条
の
文
言
に
よ
れ
ば
、「
何
人
も

有
罪
と
宣
告
さ
れ
る
ま
で
無
罪
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
逮
捕
が

必
要
不
可
欠
と
思
料
さ
れ
る
場
合
で
も
、
対
象
者
の
身
柄
確
保
に

と
っ
て
必
要
な
い
あ
ら
ゆ
る
厳
格
さ
は
、
法
律
に
よ
っ
て
厳
格
に
抑

止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

９
．
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
に
定
め
ら
れ
る

措
置
は
、
刑
法
上
の
有
罪
判
決
を
顧
慮
し
て
宣
告
さ
れ
、
刑
罰
の
完

了
に
続
い
て
実
施
さ
れ
る
と
し
て
も
、
判
決
裁
判
所
に
よ
る
有
罪
判

決
の
際
に
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
に
よ

る
。
こ
の
措
置
は
、
被
有
罪
宣
告
者
の
有
責
性
で
は
な
く
、
判
決
日

に
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
特
別
な
危
険
性
に
依
拠
し
て

い
る
。
こ
の
措
置
は
、
累
犯
を
回
避
し
、
予
防
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
措
置
は
、
刑
罰
で
も
、
処
罰
的
性
質
を
有

す
る
制
裁
で
も
な
い
。

10
．
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
措
置
は
、
処
罰
的
性
質
を
も
た
な
い

と
は
い
え
、
私
的
な
自
由
は
無
用
な
厳
格
さ
に
よ
っ
て
害
さ
れ
え
な

（88－3－11）



資　料

796

い
と
す
る
、
一
七
八
九
年
の
宣
言
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
九
条
か

ら
生
じ
る
原
則
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
の
秩
序
に
対
す

る
侵
害
の
予
防
と
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
権
利
及
び
自
由
の
行
使
の

両
立
を
確
保
す
る
の
は
、
立
法
者
の
責
任
で
あ
る
。
後
者
に
含
ま
れ

る
の
は
、
私
的
な
自
由
を
構
成
す
る
、
往
来
の
自
由
、
一
七
八
九
年

の
宣
言
第
二
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
受
け

る
権
利
、
及
び
、
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
七
日
の
憲
法
典
前
文
第
二

項
か
ら
生
じ
る
、
通
常
の
家
族
生
活
を
送
る
権
利
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
権
利
及
び
自
由
の
行
使
に
対
す
る
侵
害
は
、
追
求
さ
れ
る
予
防
目

的
に
適
合
的
で
、
必
要
か
つ
均
衡
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11
．
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、
威
嚇
ま
た
は
恐
怖
に
よ
っ
て
、
公
の
秩
序

を
大
き
く
壊
乱
す
る
。
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
の
闘
争
の
目
的
は
、
公
の
秩

序
に
対
す
る
侵
害
を
予
防
す
る
と
い
う
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
目
的

に
根
ざ
し
て
い
る
。

12
．
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
る
保
安
処
分
は
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
し
て
、
拘
禁
の
終

了
時
か
ら
、
累
犯
予
防
の
た
め
に
義
務
及
び
禁
止
を
課
す
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
非
難
が
向
け
ら
れ
て
い
る
諸
規
定
に
よ
っ
て
、
立

法
者
は
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
闘
う
こ

と
、
及
び
、
公
の
秩
序
を
大
き
く
壊
乱
す
る
行
為
の
実
行
を
予
防
す

る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
立
法
者
は
、
公
の
秩
序
に
対
す
る
侵
害
を

予
防
す
る
と
い
う
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
目
的
を
追
求
し
た
。

13
．
一
方
で
、
こ
の
措
置
は
、
社
会
内
司
法
監
督
、
司
法
監
視
、

保
安
監
置
、
保
安
監
視
、
及
び
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
の
自
動
化
さ

れ
た
全
国
司
法
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
の
よ
う
に
、
最
も
重
大
な

犯
罪
の
累
犯
を
予
防
す
る
た
め
に
存
在
す
る
措
置
に
付
け
加
わ
る
。

こ
の
措
置
は
、
同
様
に
、
テ
ロ
行
為
の
実
行
を
予
防
す
る
た
め
の
行

政
監
督
及
び
監
視
の
個
別
的
措
置
に
付
け
加
わ
る
。
他
方
で
、
こ
の

措
置
は
、
刑
の
終
了
時
に
、
テ
ロ
行
為
の
実
行
に
か
き
立
て
る
思
想

ま
た
は
主
張
を
信
奉
し
続
け
る
者
が
呈
す
る
、
累
犯
の
特
別
な
危
険

に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

14
．
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
者
が
、
客
観
的
要
素
に
基
づ
い
て
評

価
さ
れ
る
テ
ロ
行
為
の
行
為
者
の
特
別
な
危
険
性
に
基
づ
く
、
そ
の

よ
う
な
犯
罪
の
累
犯
を
予
防
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
保
安
処
分
を

規
定
す
る
の
は
自
由
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
憲
法
上
保
障
さ

れ
る
権
利
及
び
自
由
に
対
す
る
よ
り
侵
害
的
で
な
い
い
か
な
る
措
置

も
こ
れ
ら
の
行
為
の
実
行
を
予
防
す
る
の
に
十
分
で
は
な
く
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
の
条
件
及
び
そ
の
期
間
が
追
求
さ
れ
る

目
的
に
適
合
的
で
均
衡
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
あ

る
。
対
象
者
が
既
に
刑
罰
を
執
行
さ
れ
た
場
合
に
は
な
お
の
こ
と
、

こ
の
条
件
の
尊
重
が
要
請
さ
れ
る
。

15
．
第
一
に
、
異
議
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
措
置
は
、
往
来
の

（法政研究 88－3－12）



フランスにおけるテロ行為者に対する保安処分をめぐる近時の動向（井上（訳））

797

自
由
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
受
け
る
権
利
、
及
び
、
通
常
の
家
族
生

活
を
送
る
権
利
を
侵
害
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
義
務
ま
た
は
禁
止
を
必

要
な
場
合
に
は
重
畳
的
に
課
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
例
え
ば
、
特

定
の
場
所
に
居
所
を
定
め
る
義
務
、
週
に
三
回
を
限
度
に
警
察
ま
た

は
憲
兵
の
元
に
定
期
的
に
出
頭
す
る
義
務
、
特
定
の
活
動
に
従
事
す

る
こ
と
の
禁
止
、
特
定
の
者
と
接
触
す
る
こ
と
ま
た
は
特
定
の
場

所
、
場
所
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
ま
た
は
領
域
に
立
ち
入
る
こ
と
の
禁
止
、

及
び
、
衛
生
的
、
社
会
的
、
教
育
的
ま
た
は
心
理
学
的
ケ
ア
の
条
件

を
遵
守
す
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

16
．
第
二
に
、
保
安
処
分
の
期
間
は
、
そ
の
厳
格
さ
を
増
大
さ
せ

る
。
と
こ
ろ
で
、
異
議
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
措
置
が
一
年
間
命
じ
ら

れ
う
る
場
合
、
同
措
置
は
、
更
新
が
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の

期
間
は
五
年
、
一
定
の
場
合
に
は
、
一
〇
年
に
も
達
し
う
る
。
対
象

者
が
行
為
時
に
少
年
で
あ
っ
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
、
そ
れ
ぞ

れ
三
年
及
び
五
年
と
な
る
。
最
長
期
間
は
、
宣
告
刑
の
期
間
に
か
か

わ
ら
ず
、
法
定
刑
に
鑑
み
、
適
用
さ
れ
る
。

17
．
第
三
に
、
一
方
で
、
異
議
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
措
置
は
、
テ

ロ
犯
罪
に
つ
き
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
に
対
し
て
の
み
宣
告
さ
れ
う

る
と
し
て
も
、
対
象
者
が
五
年
以
上
の
自
由
剥
奪
刑
、
当
該
犯
罪
が

法
律
上
の
累
犯
状
態
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
三
年
以
上
の
自
由
剥
奪

刑
の
宣
告
を
受
け
た
限
り
で
適
用
さ
れ
う
る
。
他
方
で
、
こ
の
措
置

は
、
こ
の
刑
罰
が
部
分
的
に
単
純
執
行
猶
予
を
伴
う
場
合
に
も
適
用

さ
れ
う
る
。
か
く
し
て
、
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
Ⅰ
第
一
項
及

び
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
六
条
第
一
項
か
ら
、
当
該
保
安
処
分
は
、

施
設
内
刑
罰
の
部
分
が
三
年
以
上
の
拘
禁
で
あ
れ
ば
宣
告
可
能
と
な

り
、
こ
の
宣
告
は
、
判
決
裁
判
所
が
、
単
純
執
行
猶
予
を
宣
告
す
る

こ
と
で
、
執
行
猶
予
を
伴
う
刑
罰
の
部
分
が
、
拘
禁
後
に
対
象
者
の

観
察
を
保
障
し
う
る
措
置
で
あ
る
、
保
護
観
察
の
形
態
の
下
で
、
ま

た
は
、
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
の
形
態
の
下
で
執
行
さ
れ
る
こ
と
を

予
定
す
る
の
は
有
益
で
な
い
と
思
料
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
可
能
と

な
る
。

18
．
第
四
に
、
こ
の
措
置
は
、
と
り
わ
け
、
対
象
者
が
累
犯
に
及

ぶ
非
常
に
高
い
蓋
然
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
そ
の
者
の
危
険

性
を
理
由
と
し
て
の
み
宣
告
さ
れ
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
措

置
は
、
拘
禁
刑
の
執
行
後
に
し
か
実
施
さ
れ
え
な
い
一
方
で
、
対
象

者
が
こ
の
刑
罰
の
執
行
中
に
社
会
再
統
合
を
促
進
し
う
る
措
置
の
恩

恵
を
受
け
え
た
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。

19
．
最
後
に
、
こ
の
措
置
の
更
新
は
、
対
象
者
の
危
険
性
が
新
た

な
要
素
ま
た
は
補
足
的
な
要
素
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
最
初
の
決
定
と
同
一
の
条
件
で
決
定
さ
れ
う

る
。20

．
以
上
の
点
か
ら
、
異
議
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
諸
規
定
は
、
上

（88－3－13）
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述
の
憲
法
上
の
要
請
を
無
視
し
て
い
る
と
の
結
論
が
導
か
れ
る
。
そ

れ
故
、
そ
の
余
の
非
難
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
付
託

さ
れ
た
法
律
の
第
一
条
、
そ
れ
に
伴
い
、
同
第
二
条
及
び
第
四
条
は

憲
法
に
反
し
て
い
る
と
宣
言
す
る
理
由
が
あ
る
。

―
そ
の
他
の
諸
規
定
に
関
し
て

21
．
憲
法
院
は
、
職
権
で
、
憲
法
適
合
性
の
い
か
な
る
問
題
も
提

起
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
本
裁
決
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
規
定
以

外
の
諸
規
定
の
憲
法
適
合
性
に
関
し
て
宣
告
し
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

憲
法
院
は
以
下
の
通
り
決
定
す
る
。

第
一
条
―
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分

を
導
入
す
る
法
律
の
第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
四
条
は
、
憲
法
に
違

反
し
て
い
る
。

第
二
条
―
こ
の
裁
決
は
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
官
報
に
公
表
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

以
上
は
、Laurent FA

BIUS 

議
長
の
他
、Claire BA

ZY 
M

A
LA

URIE

氏
、A

lain JUPPÉ

氏
、Dom

inique LOTTIN

氏
、

Corinne LU
Q

U
IEN

S

氏
、Jacques M

ÉZA
RD

氏
、François 

PILLET

氏
、
及
び
、M

ichel PINA
ULT

氏
の
出
席
す
る
、
二
〇

二
〇
年
八
月
七
日
の
会
議
に
お
い
て
、
憲
法
院
に
よ
っ
て
裁
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

二
〇
二
〇
年
八
月
七
日
裁
決

テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入

す
る二

〇
二
〇
年
八
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
二
〇
―
一
〇
二
三
号

国
民
議
会
及
び
元
老
院
は
、
二
〇
二
〇
年
八
月
七
日
の
憲
法
院
裁

決
第
二
〇
二
〇
―
八
〇
五
Ｄ
Ｃ
号
に
鑑
み
、
採
択
し
た
。

共
和
国
大
統
領
は
、
以
下
の
内
容
の
法
律
に
審
署
す
る
。

第
一
条

（
二
〇
二
〇
年
八
月
七
日
の
憲
法
院
裁
決
第
二
〇
二
〇
―
八
〇
五

Ｄ
Ｃ
号
に
よ
っ
て
憲
法
不
適
合
と
宣
告
さ
れ
た
規
定
）

第
二
条

（
二
〇
二
〇
年
八
月
七
日
の
憲
法
院
裁
決
第
二
〇
二
〇
―
八
〇
五

Ｄ
Ｃ
号
に
よ
っ
て
憲
法
不
適
合
と
宣
告
さ
れ
た
規
定
）
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第
三
条

刑
法
典
第
四
二
一
―
八
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一　
「
同
様
に
～
さ
れ
う
る
」
の
語
は
、「
～
さ
れ
る
」
と
い
う
語

に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

二　

以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
項
が
付
け
加
わ
る
。

「
但
し
、
裁
判
所
は
、
特
に
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
っ
て
、
犯

罪
の
状
況
及
び
行
為
者
の
人
格
に
鑑
み
、
こ
の
刑
罰
を
宣
告
し
な
い

旨
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

第
四
条

（
二
〇
二
〇
年
八
月
七
日
の
憲
法
院
裁
決
第
二
〇
二
〇
―
八
〇
五

Ｄ
Ｃ
号
に
よ
っ
て
憲
法
不
適
合
と
宣
告
さ
れ
た
規
定
）

本
法
は
、
国
法
と
し
て
施
行
さ
れ
る
。

Fort de Brégançon

に
て　

二
〇
二
〇
年
八
月
一
〇
日

共
和
国
大
統
領

　
　

Em
anuel M

A
CRO

N

首
相

　
　

Jean CA
ST

EX

内
務
大
臣

　
　

Gérald D
A

RM
A

N
IN

海
外
県･

海
外
領
土
大
臣

　
　

Sébastien LECO
RN

U

国
璽
尚
書･

司
法
大
臣

　
　

Éric D
U

PO
N

D

―M
O

RET
T

I

注（
1
）Proposition de loi nº 472, adoptée, dans les conditions prévues 

à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'A
ssem

blée nationale, 
instaurant des m

esures de sûreté à l'encontre des auteurs 
d'infractions terroristes à l'issue de leur peine (Texte définitif), 
A

ssem
blée nationale, Constitution du

4 octobre 1958, 15
e 

législature, session extraordinaire de 2019-2020,27 juillet 2020, 
https://w

w
w

.assem
blee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0472_

texte-adopte-seance.pdf

（
二
〇
二
一
年
八
月
一
六
日
閲
覧
）。

（
2
）Conseil constitutionnel, D

écision n

° 2020-805 D
C du

7 août 
2020, N

O
R:CSCL20214825, JO

RF n

° 196,11 août 2020, texte 
4.

（https://w
w

w
.legifrance.gouv.fr/dow

nload/file/
eX

zFiZ_2gJ7rPsT
EQ

j-X
w

W
O

hrN4FcEK
uX

T
A

Q
RsV

aH
PI=/

JO
E_T

EX
T

E

（
二
〇
二
一
年
八
月
一
六
日
閲
覧
））。

（
3
）Loi n
° 2020-1023 du

10 août 2020 instaurant des m
esures 

（88－3－15）
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de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes 
à l'issue de leur peine, N

O
R:JU

SX2013567L, JO
RF n

° 196,11 
août 2020, texte 2.

（https://w
w

w
.legifrance.gouv.fr/

dow
nload/file/eX

zFiZ_2gJ7rPsT
EQ

j-X
w

W
tc_Fh71x9K

oG_
z3dam

ffY
=/JO

E_T
EX

T
E

（
二
〇
二
一
年
八
月
一
六
日
閲
覧
））。

（
4
）Proposition de loi n

° 2754 instaurant des m
esures de sûreté 

à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur 
peine, A

ssem
blée nationale, Constitution du

4 octobre 1958, 15
e 

législature, enregistré à la Présidence de l'A
ssem

blée nationale 
le10 m

ars 2020

（https://w
w

w
.assem

blee-nationale.fr/dyn/15/
textes/l15b2754_proposition-loi.pdf

（
二
〇
二
一
年
八
月
一
六
日
閲

覧
））。
な
お
、
本
法
案
に
関
し
て
は
、
井
上
宜
裕
（
訳
）「
二
〇
二
〇

年
三
月
一
〇
日
に
国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
た
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に

対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
案
第
二
七
五
四
号
」

法
政
研
究
八
八
巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
五
四
五
頁
以
下
参
照
。
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